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社5,398
台167,404車両数

事業者数

台25,009車両数個人タクシー

法人タクシー

  （令和７年３月末現在　国土交通省調べ）

凡例

東

　京 9,116

376
30,264

法人タクシー事業者数

法人タクシー車両数

個人タクシー車両数
①法人タクシー事業者数及び車両数は、一般タクシー（ハイヤー、福祉限定車両を除く）のみ。
②法人タクシー事業者数は、複数の支局に営業区域を有する事業者を単一化して算出した値。
③タクシー総車両数は、各指標を単純に合計したものである。
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14年2月参入・増車規制緩和 増7.0％

208,053台

222,522台

25,009台

44,769台46,117台

167,404台

個人タクシー

法人タクシー

減24.8％
＋14,469台 －55,118台

192,413台
　規制緩和以降、タクシー事業は、長引く需要減少と相まって多くの地域で供給過剰が進行し、利用者
サービスの低下、道路混雑等の交通問題、運転者の労働条件の悪化等の問題が発生しました。
　この問題を解決するため、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化に関する特別措置法」に基づき、法人タクシーは、サービスの活性化、事業経営の効率化等を
行うとともに、供給過剰状態の是正に取り組んできました。
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